
大規模小売店舗立地法の手続きの流れ 
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大規模小売店舗の新増設の届出 

      〔法５－１〕 

設置者による説明会の開催 

  〔法７〕 

商工会議所､商工会､

地元住民等の意見書

提出  〔法８－２〕 

広島市による勧告 

〔法９－１〕 

広島市による公表 

〔法９－７〕 

設置者による自主的対応策の提示

        〔法８－７〕 

設置者からの必要な変更に係る

届出       〔法９－４〕 

広島市の意見 

〔法８－４〕 

広島市の意見がない場
合、手続終了 

※広島市の意見を適正に反映し

ておらず、周辺地域の生活環

境に著しい悪影響があると認

められる場合 

大規模小売店舗立地連絡調整

会議での協議 

必要に応じて大規模小売店舗立

地審議会での意見聴取 

大規模小売店舗立地連絡調整

会議での意見取りまとめ 

大規模小売店舗立地連絡調整

会議での協議 

必要に応じて大規模小売店舗

立地審議会での意見聴取 

大規模小売店舗立地連絡調整

会議での取りまとめ 

大規模小売店舗立地連絡調整

会議での協議・取りまとめ 

適切な対応策の提示が
あった場合、手続終了 

適切な変更届の提出が
あった場合、手続終了 


